
都市計画法第２９条第１項の規定により許可した次の開発行為に関する工事が完了しま

したので，同法第３６条第３項の規定により公告します。 

 

  平成２４年７月１３日 

 

京都市長 門 川 大 作   

 

１ 許可年月日及び許可番号 

  平成 ７年 ２月１６日  第５７１号 平成１０年 １月３０日 変第１５０号 

  平成２３年１１月２４日 変第１９２号 平成２４年 １月３０日 変第１９４号 

  平成２４年 ４月２０日 変第１９７号 

     

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  （第１工区）京都市伏見区小栗栖丸山１番地の１，１番地の２，１番地の３（一部）， 

 １番地の５（一部），１番地の９（一部），１番地の１０，１番地の１１（一部），１番地 

 の１２，１番地の１４（一部），１番地の２０，４番地の２（一部），４番地の８（一部）， 

 ４番地の９，５番地，５番地の１（一部），６番地（一部）及び９番地（一部），同区小 

 栗栖岩ケ淵町１４番地（一部）及び４２番地（一部）並びに同市山科区勧修寺南大日９ 

 番地の２（一部），９番地の２の１，９番地の２１（一部），９番地の２２，９番地の２ 

 ３（一部），９番地の２９（一部）及び１０番地の２（一部） 

  

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  京都市右京区西院南高田町１７番地 

  学校法人 京都朝鮮学園 

  理事長 孫智正 

  京都市左京区北白川外山町１番地  

  一般社団法人京都朝鮮学園の運営を支援する会 

  理事 姜優 

 （都市計画局都市景観部開発指導課） 


